
0. あらかじめご準備いただくもの 

⚫ パソコン（インターネット環境に接続しているもの） 

⚫ マイナンバーカード 

➢ マイナンバーカードに内蔵された署名用電子証明書を利用する場合の例をご案内いたします。 

⚫ 署名用電子証明書の暗証番号 

➢ マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取る際に設定いただいた、半角で 6文字から 16文字の英

字・数字が混在したパスワードです。 

➢ 署名用電子証明書の暗証番号が分からない場合は、次のような方法で再設定できます。 

① 住民票のある市区町村のマイナンバー担当窓口で手続きをする。 

② 専用のスマートフォンアプリをインストールしてコンビニエンスストアの端末で手続きをする。 

③ 手続き可能な郵便局があるかを市区町村のホームページで調べ、該当の郵便局で手続きをする。 

⚫ マイナンバーカードの読み取りに対応した ICカードリーダー 

➢ 対象となる ICカードリーダーは、インターネットで「公的個人認証サービス ICカードリーダー」と入力し

て検索するとご確認いただけます。  



1. インターネット検索サービスで「エルタックス」と入力して検索し、ホームページを開きます。 

 

2. 画面の上部にある「PCdesk
ピーシーデスク

（WEB版）」をクリックします。 

 

 

画像引用元：「eLTAX 地方税ポータルシステム」 

https://www.eltax.lta.go.jp/ 

https://www.eltax.lta.go.jp/


3. ログイン画面が表示されます。 

➢ 「事前準備セットアップが未完了です。」のメッセージが表示された場合は、「事前準備へ」をクリックし、

4.に進みます。 

➢ 表示されなかった場合（＝署名用のプラグインをインストール済みの場合）、11.に進みます。 

 

 

 

 

 

 

画像引用元：地方税共同機構「ガイド編 PCdesk(WEB 

版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】 3.7 版」

（2025年 12月）P.2-5 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506


4. 電子証明書を利用できるようにするソフト（「署名用のプラグイン」）をダウンロードします。 

 

 

 

画像引用元：「署名用のプラグインをインストール ｜ eLTAX 地方税ポータルシステム」 

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/ 

ここでは、Microsoft Edge（マイクロソフト・

エッジ）を利用する場合の例をお示しいたします。 

なお、左記のページには、手順の解説動画やマ

ニュアル（「○○版インストール手順について」）も

ございます。 

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/


5. 「ファイルを開く」をクリックすると準備画面が表示されますので、準備完了まで待ちます。 

 

 

6. 準備完了の画面が表示されましたら、「インストール」をクリックします。 

 



7. 「完了」をクリックします。 

 

 

8. 別画面が表示されますので「拡張機能の入手」をクリックします。 

 



9. 「拡張機能の追加」をクリックします。 

 

 

10. 電子証明書を利用できるようにするソフト（「署名用のプラグイン」）がインストールされましたので、

eLTAX
エ ル タ ッ ク ス

で電子証明書を利用できるようになりました。PCdesk
ピーシーデスク

（WEB版）に戻ります。 

 



11. PCdesk
ピーシーデスク

（WEB版）のログイン画面（最初の画面）に戻りましたら、「利用届出（新規）」をクリックします。 

 

画像引用元：地方税共同機構「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】 3.7

版」（2025年 12月）P.2-5 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506


12. 「地方税ポータルシステムの利用規約」を確認し、「同意する」をクリックします。 

  

画像引用元：地方税共同機構「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】 3.7

版」（2025年 12月）P.2-5 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506


13. 個人事業主の方など法人でない方は「納税者（個人）」を、法人の方は「納税者（法人）」をクリックします。 

  

画像引用元：地方税共同機構「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】 3.7

版」（2025年 12月）P.2-6 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506 

画像では「納税者（法人）」の場

合をお示ししておりますが、「納税

者（個人）」の進め方もおおよそ同

じです。 

法人番号の入力欄がないなど、

一部の項目に違いがございます。 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506


14. 地域、都道府県、地方公共団体を選択し、提出先を 1つ決定します。その後、「次へ」をクリックします。 

  

画像引用元：地方税共同機構「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】 3.7

版」（2025年 12月）P.2-7 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506


15. 画面に従って必要項目を入力したあと、「次へ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像引用元：地方税共同機構「ガイド編 

PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新

規）、申請・届出、納税等】 3.7 版」（2025

年 12月）P.2-8 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506  

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506


※ メールアドレスを入力する項目で「送信確認」をクリックしたあと、入力したメールアドレスあてにメールが届

きます。 

 



16. 「利用税目」と「提出先事務所等」を選択し、eLTAX
エ ル タ ッ ク ス

の手続きで使用する所在地を確認したあと、「追加」を

クリックします。提出先と手続情報が表示されましたら、「次へ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像引用元：地方税共同機構「ガイド編 PCdesk(WEB 版)

ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】  3.7 版」

（2025年 12月）P.2-11 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506


17. 入力内容を確認し、必要でしたら印刷します。その後、「次へ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像引用元：地方税共同機構「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届

出（新規）、申請・届出、納税等】 3.7版」（2025年 12月）P.2-13 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506


18. 電子証明書を選択します。ここでは、代表者の方のマイナンバーカードに内蔵されている「署名用電子証明

書」を利用する場合の例をお示しいたします。 

① 「ICカード又は USB トークンを利用」から、「公的個人認証サービス（個人番号カード）」を選択します。 

② パソコンに ICカードリーダーを接続し、ICカードリーダーにマイナンバーカードをセットします。 

③ 「次へ」をクリックします。 

  

画像引用元：地方税共同機構「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】 3.7

版」（2025年 12月）P.2-14 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506 

パソコンに ICカードリーダーを接続し、 

ICカードリーダーにマイナンバーカードをセットしてから

「次へ」をクリックするようにしてください。 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506


19. マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号（6 桁～16 桁の英字・数字が混合したパスワード）を

入力したあと、「OK」をクリックします。 

 

 

 

画像引用元：地方税共同機構「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】 3.7

版」（2025年 12月）P.2-15 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506


20. 電子証明書の内容を確認したあと、「OK」をクリックします。 

 

画像引用元：地方税共同機構「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】 3.7

版」（2025年 12月）P.2-15 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506


21. 「利用届出（新規）送信結果」の画面に、PCdesk
ピーシーデスク

（WEB 版）をご利用

いただくための「利用者 ID」と「暗証番号」が表示されています。 

今後、PCdesk
ピーシーデスク

（WEB 版）のログイン画面（最初の画面）で「利用者 ID」

と「暗証番号」を入力してログインを行い、電子納付をしていただくこと

ができます。 

利用者 ID や暗証番号を失念すると、再通知や再設定の申請手続きが

必要となりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

画像引用元：地方税共同機構「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用

届出（新規）、申請・届出、納税等】 3.7版」（2025年 12月）P.2-18 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/04506


商標・著作権について 

 

⚫ eLTAX、eL-QR、LTA、PCdeskおよびPCdesk Nextは、地方税共同機構の登録商標です。また、eLTAX

ホームページの画面および「ガイド編 PCdesk(WEB 版)ガイド【利用届出（新規）、申請・届出、納税等】 3.7

版」 の著作権は、地方税共同機構に帰属しています。 

 

⚫ Microsoft、Windows および Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における

登録商標です。また、Microsoft Edgeの操作画面の著作権は、Microsoft Corporationに帰属しています。 

 

⚫ InstallShield は、米国フレクセラ ソフトウェア エルエルシーの登録商標であり、InstallShield Wizard は

フレクセラ ソフトウェア エルエルシーの商品名称です。また、InstallShield Wizardの操作画面の著作権は、

フレクセラ ソフトウェア エルエルシーに帰属しています。 


